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安全衛生方針および目標 
 

  吉川建設株式会社は、「豊かな生活環境を創造するために」という企業理念に基づき、 

 人命を尊重し当社で働くすべての人の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成する。 
 

  安全衛生方針 
 

１．労働安全衛生に関する法令並びに当社の安全衛生に関する規程を守り、全従業 

員の協力の下に労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施および運用し、 

リスクアセスメントを適切に行い、安全衛生水準の継続的な向上を図る。 

２．機械、設備が適切に使用できるよう、これらについて構造並びに使用方法の水 

準を向上させる。 

３． 安全衛生確保の重要性が全従業員に理解され、確実に実行されるよう安全衛生 

教育を徹底する。 
 

  安全衛生目標 
   （１）労働災害   ……… ０件 

   （２）交通事故   ……… ０件 

   （３）公衆災害   ……… ０件 
 

  具体的対策 
 

    １ 労働災害の防止             ３ 公衆災害の防止 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

      ２ 交通事故の防止             ４ 心身の健康保持増進 
               

 

 

   安全衛生スロ－ガン 

   つみ取ろう危険の芽 

            達成しよう０
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災害！ 

                  
 

①  墜落･転落災害の防止 
・足場の確実な点検と墜落制止用器具の使用 

・有資格者による足場の組立･解体作業の実施 

②  建設機械･クレーン等災害の防止 
・作業計画の策定、周知 

・立入禁止措置の実施 

③  倒壊･崩壊災害の防止 
・作業主任者の選任 

・作業計画、作業手順書の周知 

④  リスクアセスメントの実施,ＫＹ活動， 
・指差し呼称（一人ＫＹ）の推進 

・４Ｓ活動、ひと声かけ運動の推進 

①  架空線,地下埋設物の事前調査と 

周知徹底 

② 架空線の保護,位置の明示 

③ 地下埋設物の位置の明示 

④  誘導員・見張人の適正配置 

⑤  飛散･振動･騒音対策の実施 

⑥  歩行者と通行車両への配慮 

 
 

① 交通ルールの遵守 

② 子どもとお年寄りへの思いやり運転 

③ アルコールチェックの徹底 

① ﾊﾗｽﾒﾝﾄ教育による快適な職場づくり 

② 健康診断実施による疾病の早期発見 

③ 働き方改革による長時間労働の防止 

④ ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸによるﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策の実施 


